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はじめに 
 

皆様には、小笠原村緊急事態宣言 村内コロナウイルス一掃期間の設定にご理

解とご協力をいただき、まことにありがとうございました。 

 

 観光の最盛期である 8 月にこのようなお願いを受け入れ、ご協力をいただいた

皆様には、重ねて感謝申し上げます。 

 

 この期間に生じた、村外から、そして村内の人流の抑制に伴う経済的な影響を受

けた事業者の皆様を対象とした「小笠原村新型コロナウイルス一掃期間協力金（以

下「期間協力金」）」制度について、申請手続きをスムーズにしていただくため、この

「申請のてびき」をご用意しました。 

 

 村内の各経済関係団体の皆様等、様々な方々からのご意見を踏まえ、より多くの

事業者の皆様の実情に合わせられる制度とした分、複雑にお感じになる面もある

かと思いますが、公平・公正な協力金給付に務めますので、ご理解のほどお願いい

たします。 

 

 期間協力金が、一掃期間後の再スタートにあたり、皆様の経済活動の一助になれ

ば幸いです。 

 

  

 令和３年９月１３日 

 小笠原村 
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１．基本事項 
 

（１）期間協力金の対象者 

 期間協力金の対象となるのは、村内コロナウイルス一掃期間（以下「一掃期間」）

と自粛要請のよる人流の抑制にともなって経済的な影響を受けた、次の条件にあ

てはまる村内の事業者の方になります。 

【対象条件】 

① 次の業種にあてはまる事業を生業としている営利法人または個人事業主であ

ること 

(ア) 宿泊業 

ホテル、民宿、ユースホステルなどの旅館業法上の宿泊施設 

(イ) アクティビティ関連業 

各種のツアー、レンタバイクなどのレンタル、その他観光関連サービスなど 

(ウ) 飲食業 

店内にイートスペースがある業態のお店 

(エ) 販売業 

土産物、生鮮食料品、日用品、弁当や総菜などを店頭で販売するお店 

(オ) 製造・卸し業 

土産品などを製造し、村内の販売業者などに卸す業 

(カ) 農業・漁業 

農業者、漁業者 

(キ) その他業種 

主に村民を対象とした業態（習い事教室など） 

② 提供するサービスの対象が、来島者や村民であること 

③ 村内コロナウイルス一掃期間中に営業する予定であったこと 

（一掃期間の設定・自粛要請を発表した 8 月１６日以前から休業していた事業

者は対象外となります） 

④ 村内コロナウイルス一掃期間の影響により期間中の売上が減少したこと 

⑤ 一掃期間の終了後も継続して事業を営む意思があること。 

⑥ 個人事業主については、令和 3 年 7 月 1 日、および期間協力金の申請をする

日において小笠原村に住民登録をしていること。 

⑦ 法人については、令和 3 年 7 月 1 日、および期間協力金の申請をする日にお

いて小笠原村に事業所を有していること。 

⑧ 令和 3 年 3 月 31 日の時点で、それまでに村に納めるべき債務を有していな

いこと。 
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⑨ 小笠原村暴力団排除条例（平成２５年条例第３号）第２条第１号に規定する暴力

団又は同条第２号及び第３号に規定する暴力団員等でないこと 

 

（2）期間協力金の対象期間 

 令和 3 年 8 月 24 日から 9 月 6 日までの、一掃期間として設定した 14 日間 

 

 ただし、8 月１６日以降に、一掃期間の設定・自粛要請の発表を受けてキャンセル

された予約がある事業者については、8 月１７日から 23 日の７日間も対象期間と

します。 

 

（３）期間協力金の申請受付期間 

 令和 3 年 9 月 14 日（火）から 10 月２９日（金） 

（土・日・祝日を除く月曜日から金曜日 午前 8 時から 12 時および午後 1 時 30

分から 5 時 15 分まで） 

 

（４）期間協力金の給付（入金） 

 給付の申請がされましたら、その内容を審査のうえ、給付が決定された事業者様

から順次指定口座への入金をいたします。 

 

（５）相談会の開催について 

以下の日程で期間協力金申請についての相談会を開催しますのでご利用くださ

い（予約制）。 

予約方法のほか、詳細は追って村 HP、掲示板での告知などの方法によりお知ら

せいたします。 

 

 【父島】 村役場本庁舎 

 9 月２５日～２７日 および 10 月１日～3 日 

 【母島】 母島支所 

 9 月２４日～９月 27 日 

 

（６）問い合わせ窓口 

 期間協力金についての問い合わせ先は、父島の方、母島の方、共通です。 

（土・日・祝日を除く月曜日から金曜日  

午前 8 時から 12 時および午後 1 時 30 分から 5 時 15 分まで） 

 企画政策室 ０４９９８－２－３１１１ 

 産業観光課 ０４９９８－２－３１１４ 
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２．宿泊業の方への期間協力金 
 

（１）期間協力金の対象 

 ホテル、民宿、ユースホステルなどの旅館業法上の宿泊施設を営む方 

 

（２）期間協力金の算定のしかた 

次のいずれかの方法からお選びいただけます。 

(ア) キャンセル方式 

予約のキャンセル実績に基づいた算定方法です。 

 

協力金の額 ＝ キャンセルとなった宿泊料金×給付率７５％ 

         

     ＊キャンセルとなった宿泊料金 ＝ 宿泊単価×宿泊予定日数×予定人数 

     ＊キャンセル料を徴収した予約分は対象となりません 

 

(イ) 売上高減少額方式 

一掃期間中の、想定される売上高の減少実績に基づいた算定方法です。 

 

協力金の額 ＝（ 一掃期間中の想定売上額－対象期間の実際の売上額） 

×給付率７５％ 

 

 

なお、宿泊のお客様のみ飲食を提供する形で東京都の時短協力金（営業時

間短縮等に係る感染拡大防止協力金）の給付を受ける事業者の方について

は、以下の計算式となります。 

 

協力金の額 ＝ 

（ 一掃期間中の想定売上額－対象期間の実際の売上額－５６万円※） 

×給付率７５％ 

 

※ 56 万円＝4 万円/日×14 日間 
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(ウ) 売上高方式 

過去の売上高から、一掃期間中の売上の損失を推定する算定方法です。 

     

協力金の額 ＝ 一掃期間中の想定売上額×給付率６０％ 

 

 

なお、宿泊のお客様のみ飲食を提供する形で東京都の時短協力金（営業時

間短縮等に係る感染拡大防止協力金）の給付を受ける事業者の方について

は、以下の計算式となります。 

     

協力金の額 ＝ （一掃期間中の想定売上額－５６万円※）×給付率６０％ 

 

※ 56 万円＝4 万円/日×14 日間 

 

 

チェックポイント！ 

���「一掃期間中の想定売上額」の計算のしかたは、P.３２の「９．『一掃期間中の

想定売上額』の計算方法」をご覧ください。 

 

   

 

（３）申請書類 

 算定方法により提出していただく書類、確認に必要な資料に違いがありますので

ご注意ください。 

 審査のうえで必要が生じた場合、追加の資料提出などを求めることもありますの

で、あしからずご承知おきください。 

 

(ア) キャンセル方式による申請の場合 

① 申請書 （様式第１号） 

② 計算シート （様式第２号） 

③ 誓約書 （様式第３号） 

④ 調査同意書 （様式第４号） 

⑤ 一掃期間中の予約のキャンセル状況が確認できる資料 

（例：キャンセル分の予約が確認できる予約台帳のコピー、予約のキャン

セルについてのやり取りをした電子メールなど） 
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⑥ 宿泊料金が確認できる資料 

（一般に公開されているもの） 

 

 

チェックポイント！ 

���⑤の「一掃期間中の予約のキャンセル状況が確認できる資料」は、次の事項

が確認できることが必要です。 

 キャンセルとなった宿泊日 

 キャンセルとなった宿泊料金（部屋の等級、食事の有無など） 

 宿泊予定者の氏名、連絡先（電話番号、メールアドレス等） 

ただし、個人情報保護法の規定を踏まえ、氏名および連絡先については次のよ

うに一部を黒塗りしてご提出ください。 

＊ 「氏名」は、名前の最後の一文字を黒塗りしてください 

（例） 小笠原 島太郎 様 → 小笠原 島太郎 様 

＊ 「電話番号」は、最後の一ケタを黒塗りしてください 

（例） 090-1234-5678 → 090-1234-5678 

＊ 「メールアドレス」は、＠の前後の一文字ずつを黒塗りしてください 

（例） aiueo1968@sample.com  

     → aiueo1968@sample.com 

 ���具体例は P.４９の「１４．予約のキャンセル状況の確認できる資料の例」をご確

認ください。 

 ���キャンセル状況が確認できる資料中のお客様の個人情報は期間協力金の給 

付に係る事務にのみ使用し、他の業務への流用、外部への情報提供などはいたし

ません。 

 

 

(イ) 売上高減少額方式による申請の場合 

① 申請書 （様式第１号） 

② 計算シート （様式第２号） 

③ 誓約書 （様式第３号） 

④ 調査同意書 （様式第４号） 

⑤ 2019 年又は 2020 年の確定申告書およびその添付資料のコピー 

⑥ 「一掃期間中の想定売上額」の算定のための資料  

⑦ 2021 年 8 月と 9 月の売上帳簿のコピー 

（「売上台帳または金銭出納帳」、および「売掛帳」） 

 



7 

 

チェックポイント！ 

���⑤の「確定申告書および添付資料の写し」は次のものが必要です。 

 確定申告書 B（第 1 表、第 2 表）のコピー 

※ 原則として税務署の収受印か、e-TAX 受付日時および受付番号の記載

が必要です 

 青色申告決算書（両面）のコピー （個人事業主） 

 確定申告書別表１と法人事業概況説明書のコピー （法人） 

なお、白色申告をされている個人事業主の方は、確定申告書B（第1表、第2表）

のコピーと、売上台帳の１月から 12 月の各月計額がわかる箇所のコピーが必要で

す。 

 

���⑥の「『一掃期間中の想定売上額』の算定のための資料」については、P.３２の 

「９．『一掃期間中の想定売上額』の計算方法」をご覧ください。 

 

���「売上台帳」、「金銭出納帳」、「売掛帳」については、P.４７の「１２．帳簿類に 

ついて」をご確認ください。 

 

 

 

(ウ) 売上高方式による申請の場合 

① 申請書 （様式第１号） 

② 計算シート （様式第２号） 

③ 誓約書 （様式第３号） 

④ 調査同意書 （様式第４号） 

⑤ 2019 年又は 2020 年の確定申告書およびその添付資料の写し 

 

 

チェックポイント！ 

���⑤の「確定申告書および添付資料のコピー」は次のものが必要です。 

 確定申告書 B（第 1 表、第 2 表）のコピー 

※ 原則として税務署の収受印か、e-TAX 受付日時および受付番号の記載

が必要です 

 青色申告決算書（両面）のコピー （個人事業主） 

 確定申告書別表１と法人事業概況説明書のコピー （法人） 
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なお、白色申告をされている個人事業主の方は、確定申告書B（第1表、第2表） 

のコピーと、売上台帳の１月から 12 月の各月計額がわかる箇所のコピーが必要で

す。 

 

 

（４）８月１７日から８月２３日の協力金について 

期間協力金の制度では、「8 月１６日以降に、一掃期間の設定・自粛要請を発表を

受けてキャンセルされた予約がある事業者については、その期間も対象期間とす

る」こととしています。 

宿泊業については、8 月 17 日から 2３日までの７日間について、キャンセル状

況が確認できる資料の提出ができる場合、以下のとおり期間協力金を加算します。 

 

期間協力金の加算額＝ この期間にキャンセルとなった代金×１００％ 

 

＊キャンセルとなった代金 ＝ 宿泊単価×キャンセル人数 

    ＊キャンセル料を徴収した予約分は対象となりません 

 

   【追加で提出していただく書類】 

 計算シート（様式第 2―１号 8/17～8/23 加算分） 

 8/17～8/23 における予約のキャンセル状況が確認できる資料 

（例：キャンセル分の予約が確認できる予約台帳のコピー、キャンセル対

応リスト、予約のキャンセルについてのやり取りをした電子メールなど） 

 

 

チェックポイント！ 

���「8/17～8/23 におけるキャンセル状況が確認できる資料」は、次の事項が

確認できることが必要です。 

 キャンセルとなった宿泊日 

 キャンセルとなった部屋の宿泊料金（部屋の等級、食事の有無など） 

 宿泊予定者の氏名、連絡先（電話番号、メールアドレス等） 

ただし、個人情報保護法の規定を踏まえ、氏名および連絡先については次のよ

うに一部を黒塗りしてご提出ください。 

＊ 「氏名」は、名前の最後の一文字を黒塗りしてください 

（例） 小笠原 島太郎 様 → 小笠原 島太郎 様 
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＊ 「電話番号」は、最後の一ケタを黒塗りしてください 

（例） 090-1234-5678 → 090-1234-5678 

＊ 「メールアドレス」は、＠の前後の一文字ずつを黒塗りしてください 

（例） aiueo1968@sample.com  

     → aiueo1968@sample.com 

 

  ���具体例は P.４９の「１４．予約のキャンセル状況の確認できる資料の例」をご

確認ください。 

 

 ���キャンセル状況が確認できる資料中のお客様の個人情報は期間協力金の給

付に係る事務にのみ使用し、他の業務への流用、外部への情報提供などはいたし

ません。 

 

 

（５）備考 

 2021 年 1 月以降に開業した事業者の方は、税法上の「開業届」の写しもご提

出ください。  
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３．アクティビティ関連業の方への期間協力金 
 

（１）期間協力金の対象 

 各種のツアーガイド業、レンタルバイクなどのレンタル業、旅客運送業などの観光

関連サービスに関わる業を営む方 

 

（２）期間協力金の算定のしかた 

次のいずれかの方法からお選びいただけます。 

(ア) キャンセル方式 

予約のキャンセル実績に基づいた算定方法です。 

 

協力金の額 ＝ キャンセルとなった代金×給付率７５％ 

         

     ＊キャンセルとなった代金 ＝ ツアーなどの単価×キャンセル人数 

     ＊キャンセル料を徴収した予約分は対象となりません 

 

(イ) 売上高減少額方式 

一掃期間中の、想定される売上高の減少実績に基づいた算定方法です。 

 

協力金の額 ＝（ 一掃期間中の想定売上額－対象期間の実際の売上額） 

×給付率７５％ 

 

(ウ) 売上高方式 

過去の売上高から、一掃期間中の売上の損失を推定する算定方法です。 

     

協力金の額 ＝ 一掃期間中の想定売上額×給付率６０％ 

 

 

 

チェックポイント！ 

���「一掃期間中の想定売上額」の計算のしかたは、P.３２の「９．『一掃期間中の

想定売上額』の計算方法」をご覧ください。 
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（３）申請書類 

 算定方法により提出していただく書類、確認に必要な資料に違いがありますので

ご注意ください。 

 審査のうえで必要が生じた場合、追加の資料提出などを求めることもありますの

で、あしからずご承知おきください。 

 

(ア) キャンセル方式による申請の場合 

① 申請書  （様式第１号） 

② 計算シート （様式第２号） 

③ 誓約書  （様式第３号） 

④ 調査同意書 （様式第４号） 

⑤ 一掃期間中の予約のキャンセル状況が確認できる資料 

（例：キャンセル分の予約が確認できる予約台帳のコピー、予約のキャンセ

ルについてのやり取りをした電子メールなど） 

⑥ ツアーなどの料金が確認できる資料（一般に公開されているもの） 

 

 

チェックポイント！ 

���「一掃期間中の予約のキャンセル状況が確認できる資料」は、次の事項が確

認できることが必要です。 

 キャンセルとなったツアー等の参加予定日 

 キャンセルとなったツアーコースおよび料金等 

 参加予定者の氏名、連絡先（電話番号、メールアドレス等） 

ただし、個人情報保護法の規定を踏まえ、氏名および連絡先については次のよ

うに一部を黒塗りしてご提出ください。 

＊ 「氏名」は、名前の最後の一文字を黒塗りしてください 

（例） 小笠原 島太郎 様 → 小笠原 島太郎 様 

＊ 「電話番号」は、最後の一ケタを黒塗りしてください 

（例） 090-1234-5678 → 090-1234-5678 

＊ 「メールアドレス」は、＠の前後の一文字ずつを黒塗りしてください 

（例） aiueo1968@sample.com  

     → aiueo1968@sample.com 

  ���具体例は P.４９の「１４．予約のキャンセル状況の確認できる資料の例」をご

確認ください。 

 ���キャンセル状況が確認できる資料中のお客様の個人情報は期間協力金の給 
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付に係る事務にのみ使用し、他の業務への流用、外部への情報提供などはいたし

ません。 

 

 

(イ) 売上高減少額方式による申請の場合 

① 申請書 （様式第１号） 

② 計算シート （様式第２号） 

③ 誓約書 （様式第３号） 

④ 調査同意書 （様式第４号） 

⑤ 2019 年又は 2020 年の確定申告書およびその添付資料の写し 

⑥ 「一掃期間中の想定売上額」の算定のため資料 

⑦ 2021 年 8 月と 9 月の売上帳簿のコピー 

（「売上台帳または金銭出納帳」、および「売掛帳」） 

 

 

チェックポイント！ 

���⑤の「確定申告書および添付資料の写し」は次のものが必要です。 

 確定申告書 B（第 1 表、第 2 表）のコピー 

※ 原則として税務署の収受印か、e-TAX 受付日時および受付番号の記載

が必要です 

 青色申告決算書（両面）のコピー （個人事業主） 

 確定申告書別表１と法人事業概況説明書 （法人） 

なお、白色申告をされている個人事業主の方は、確定申告書B（第1表、第2表）

のコピーと、売上台帳の１月から 12 月の各月計額がわかる箇所のコピーが必要で

す。 

 

���⑥の「『一掃期間中の想定売上額』の算定のための資料」については、P.３２の

「９．『一掃期間中の想定売上額』の計算方法」をご覧ください。 

 

���「売上台帳」、「金銭出納帳」、「売掛帳」については、P.４７の「１２．帳簿類につ

いて」をご確認ください。 
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(ウ) 売上高方式による申請の場合 

① 申請書 （様式第１号） 

② 計算シート （様式第２号） 

③ 誓約書 （様式第３号） 

④ 調査同意書 （様式第４号） 

⑤ 2019 年又は 2020 年の確定申告書およびその添付資料の写し 

 

 

チェックポイント！ 

���⑤の「確定申告書および添付資料の写し」は次のものが必要です。 

 

 確定申告書 B（第 1 表、第 2 表）のコピー 

※ 原則として税務署の収受印か、e-TAX 受付日時および受付番号の記載

が必要です 

 青色申告決算書（両面）のコピー （個人事業主） 

 確定申告書別表１と法人事業概況説明書 （法人） 

なお、白色申告をされている個人事業主の方は、確定申告書B（第1表、第2表）

のコピーと、売上台帳の１月から 12 月の各月計額がわかる箇所のコピーが必要で

す。 

 

 

（４）８月１７日から８月２３日の協力金について 

期間協力金の制度では、「8 月１６日以降に、一掃期間の設定・自粛要請を発表を

受けてキャンセルされた予約がある事業者については、その期間も対象期間とす

る」こととしています。 

アクティビティ関連業については、8 月 17 日から 2３日までの７日間について、

キャンセル状況が確認できる資料の提出ができる場合に、以下のとおり期間協力

金を加算します。 

 

期間協力金の加算額＝ この期間にキャンセルとなった代金×１００％ 

 

＊キャンセルとなった代金 ＝ ツアーなどの単価×キャンセル人数 

    ＊キャンセル料を徴収した予約分は対象となりません 
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【追加で提出していただく書類】 

 計算シート（様式第 2―１号 8/17～8/23 加算分） 

 8/17～8/23 における予約のキャンセル状況が確認できる資料 

（例：キャンセル分の予約が確認できる予約台帳のコピー、キャンセル対

応リスト、予約のキャンセルについてのやり取りをした電子メールなど） 

 

 

チェックポイント！ 

���「8/17～8/23 におけるキャンセル状況が確認できる資料」は、次の事項が

確認できることが必要です。 

 キャンセルとなったツアー等の参加予定日 

 キャンセルとなったツアーコースおよび料金等 

 参加予定者の氏名、連絡先（電話番号、メールアドレス等） 

ただし、個人情報保護法の規定を踏まえ、氏名および連絡先については次のよ

うに一部を黒塗りしてご提出ください。 

＊ 「氏名」は、名前の最後の一文字を黒塗りしてください 

（例） 小笠原 島太郎 様 → 小笠原 島太郎 様 

＊ 「電話番号」は、最後の一ケタを黒塗りしてください 

（例） 090-1234-5678 → 090-1234-5678 

＊ 「メールアドレス」は、＠の前後の一文字ずつを黒塗りしてください 

（例） aiueo1968@sample.com  

     → aiueo1968@sample.com 

  ���具体例は P.４９の「１４．予約のキャンセル状況の確認できる資料の例」をご

確認ください。 

 

 ���キャンセル状況が確認できる資料中のお客様の個人情報は期間協力金の給

付に係る事務にのみ使用し、他の業務への流用、外部への情報提供などはいたし

ません。 

 

 

（５）備考 

 2021 年 1 月以降に開業した事業者の方は、税法上の「開業届」の写しもご提

出ください。  
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４．飲食業の方への期間協力金 
 

（１）期間協力金の対象 

 店内にイートスペースがある業態のお店を営む方 

 

 

チェックポイント！ 

���弁当や総菜を販売する業態のお店を営む方は、次の「販売業」になりますので

お間違いのないようご注意ください。 

 

���「従前、20 時～翌朝 5 時までの間に営業していた飲食事業者（夜を含む営業）」

については、「一掃期間中の想定売上額」の日割額が４万円未満の事業者の方は、

給付の対象外となります。あしからずご了承ください。 

 

 

（２）期間協力金の算定のしかた 

① 従前、20 時～翌朝 5 時までの間に営業していた飲食事業者 

（夜を含む営業）  例： 営業時間 18:00～22：00 

次のいずれかの方法からお選びいただけます。 

 

(ア) 売上高減少額方式 

一掃期間中の、想定される売上高の減少実績に基づいた算定方法です。 

 

協力金の額 ＝（ 一掃期間中の想定売上額－対象期間の実際の売上額） 

×給付率１０％ 

※ ただし、一掃期間中に何らかの形で営業を行っていた事業者の方に 

ついては、給付率を加算し１５％とします 

 

(イ) 売上高方式 

過去の売上高から、一掃期間中の売上の損失を推定する算定方法です。 
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協力金の額 ＝ 一掃期間中の想定売上額×給付率５％ 

※ ただし、一掃期間中に何らかの形で営業を行っていた事業者の方に 

ついては、給付率を加算し７．５％とします 

 

 

 

チェックポイント！ 

���「一掃期間中の想定売上額」の計算のしかたは、P.３２の「９．『一掃期間中の

想定売上額』の計算方法」をご覧ください。 

 

 ���従前、20 時～翌朝 5 時までの間に営業していた事業者の方は、一掃期間中

は夜の営業をやめ日中のみの営業に切り替えていた、という場合でも、次の「日

中のみ営業の飲食事業者としての申請はできません。 

   

 

② 従前、５時～２０時までの間のみ営業していた飲食事業者 

 （日中のみ営業）  例： 営業時間 １０:00～１８：00 

次のいずれかの方法からお選びいただけます。 

 

(ア) 売上高減少額方式 

一掃期間中の、想定される売上高の減少実績に基づいた算定方法です。 

 

協力金の額 ＝（ 一掃期間中の想定売上額－対象期間の実際の売上額） 

×給付率７５％ 

 

 

(イ) 売上高方式 

過去の売上高から、一掃期間中の売上の損失を推定する算定方法です。 

     

協力金の額 ＝ 一掃期間中の想定売上額×給付率６０％ 
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チェックポイント！ 

���「一掃期間中の想定売上額」の計算のしかたは、P.３２の「９．『一掃期間中の

想定売上額』の計算方法』をご覧ください。 

 

 

（３）申請書類 

 算定方法により提出していただく書類、確認に必要な資料に違いがありますので

ご注意ください。 

 

(ア) 売上高減少額方式による申請の場合 

① 申請書 （様式第１号） 

② 計算シート （様式第２号） 

③ 誓約書 （様式第３号） 

④ 調査同意書 （様式第４号） 

⑤ 2019 年又は 2020 年の確定申告書およびその添付資料の写し 

⑥ 「一掃期間中の想定売上額」の算定のための資料 

⑦ 2021 年 8 月と 9 月の売上帳簿のコピー 

（「売上台帳または金銭出納帳」、および「売掛帳」） 

⑧ （夜営業の事業者のみ）一掃期間中に営業していたことを示す資料 

（開店した日のレジジャーナル、営業中を示す店頭掲示の写真など） 

 

 

チェックポイント！ 

���⑤の「確定申告書および添付資料の写し」は次のものが必要です。 

 確定申告書 B（第 1 表、第 2 表）のコピー 

※ 原則として税務署の収受印か、e-TAX 受付日時および受付番号の記載

が必要です 

 青色申告決算書（両面）のコピー （個人事業主） 

 確定申告書別表１と法人事業概況説明書 （法人） 

なお、白色申告をされている個人事業主の方は、確定申告書B（第1表、第2表）

のコピーと、売上台帳の１月から 12 月の各月計額がわかる箇所のコピーが必要で

す。 
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���⑥の「『一掃期間中の想定売上額』の算定のための資料」については、P.３２の 

「９．『一掃期間中の想定売上額』の計算方法」をご覧ください。 

 

���「売上台帳」、「金銭出納帳」、「売掛帳」については、P.４７の「１２．帳簿類につ

いて」をご確認ください。 

 

���⑧の「（夜営業の事業者のみ）一掃期間中に営業していたことを示す資料」に

ついては、P.４８の「１３．『（夜営業の事業者のみ）一掃期間中に営業していたこと

を示す資料』について」をご確認ください。 

 

 

(イ) 売上高方式による申請の場合 

① 申請書 （様式第１号） 

② 計算シート （様式第２号） 

③ 誓約書 （様式第３号） 

④ 調査同意書 （様式第４号） 

⑤ 2019 年又は 2020 年の確定申告書およびその添付資料の写し 

⑥ （夜営業の事業者のみ）一掃期間中に営業していたことを示す資料 

 

 

チェックポイント！ 

���⑤の「確定申告書および添付資料の写し」は次のものが必要です。 

 確定申告書 B（第 1 表、第 2 表）のコピー 

※ 原則として税務署の収受印か、e-TAX 受付日時および受付番号の記載

が必要です 

 青色申告決算書（両面）のコピー （個人事業主） 

 確定申告書別表１と法人事業概況説明書 （法人） 

なお、白色申告をされている個人事業主の方は、確定申告書B（第1表、第2表）

のコピーと、売上台帳の１月から 12 月の各月計額がわかる箇所のコピーが必要で

す。 

 

���⑧の「（夜営業の事業者のみ）一掃期間中に営業していたことを示す資料」に 

ついては、P.４８の「１３．『（夜営業の事業者のみ）一掃期間中に営業していたこと 

を示す資料』について」をご確認ください。 
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（４）備考 

 2021 年 1 月以降に開業した事業者の方は、税法上の「開業届」の写しもご提

出ください。  
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５．販売業の方への期間協力金 
 

（１）期間協力金の対象 

 土産物、生鮮食料品、日用品、弁当や総菜などを店頭で販売するお店を営む方 

 

（２）期間協力金の算定のしかた 

次の方法によります。 

 

○ 売上高減少額方式 

一掃期間中の、想定される売上高の減少実績に基づいた算定方法です。 

 

協力金の額 ＝（ 一掃期間中の想定売上額－対象期間の実際の売上額） 

×給付率７５％ 

 

 

チェックポイント！ 

���「一掃期間中の想定売上額」の計算のしかたは、P.３２の「９．『一掃期間中の

想定売上額』の計算方法」をご覧ください。 

 

 

（３）申請書類 

① 申請書 （様式第１号） 

② 計算シート （様式第２号） 

③ 誓約書 （様式第３号） 

④ 調査同意書 （様式第４号） 

⑤ 2019 年又は 2020 年の確定申告書およびその添付資料の写し 

⑥ 「一掃期間中の想定売上額」の算定のための資料 

⑦ 2021 年 8 月と 9 月の売上帳簿のコピー 

（「売上台帳または金銭出納帳」、および「売掛帳」） 
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チェックポイント！ 

���⑤の「確定申告書および添付資料の写し」は次のものが必要です。 

 確定申告書 B（第 1 表、第 2 表）のコピー 

※ 原則として税務署の収受印か、e-TAX 受付日時および受付番号の記載

が必要です 

 青色申告決算書（両面）のコピー （個人事業主） 

 確定申告書別表１と法人事業概況説明書 （法人） 

なお、白色申告をされている個人事業主の方は、確定申告書B（第1表、第2表）

のコピーと、売上台帳の１月から 12 月の各月計額がわかる箇所のコピーが必要で

す。 

 

���⑥の「『一掃期間中の想定売上額』の算定のための資料」については、P.３２の

「９．『一掃期間中の想定売上額』の計算方法」をご覧ください。 

 

���「売上台帳」、「金銭出納帳」、「売掛帳」については、P.４７の「１２．帳簿類につ

いて」をご確認ください。 

 

 

（４）備考 

 2021 年 1 月以降に開業した事業者の方は、税法上の「開業届」の写しもご提

出ください。  
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６．製造・卸し業の方への期間協力金 
 

（１）期間協力金の対象 

 土産品などの製造、卸し業を営み、村内の小売店などに商品を卸している方 

 

（２）期間協力金の算定のしかた 

次のいずれかの方法からお選びいただけます。 

 

(ア) 売上高減少額方式 

一掃期間中の、想定される売上高の減少実績に基づいた算定方法です。 

 

協力金の額 ＝（ 一掃期間中の想定売上額－対象期間の実際の売上額） 

×給付率７５％ 

 

(イ) 売上高方式 

過去の売上高から、一掃期間中の売上の損失を推定する算定方法です。 

     

協力金の額 ＝ 一掃期間中の想定売上額×給付率６０％ 

 

 

チェックポイント！ 

���「一掃期間中の想定売上額」の計算のしかたは、P.３２の「９．『一掃期間中の

想定売上額』の計算方法」をご覧ください。 

 

 

（３）申請書類 

 算定方法により提出していただく書類、確認に必要な資料に違いがありますので

ご注意ください。 

 

(ア) 売上高減少額方式による申請の場合 

① 申請書 （様式第１号） 

② 計算シート （様式第２号） 
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③ 誓約書 （様式第３号） 

④ 調査同意書 （様式第４号） 

⑤ 2019 年又は 2020 年の確定申告書およびその添付資料の写し 

⑥ 「一掃期間中の想定売上額」の算定のための資料  

⑦ 2021 年 8 月と 9 月の売上帳簿のコピー 

（「売上台帳または金銭出納帳」、および「売掛帳」） 

 

 

チェックポイント！ 

���⑤の「確定申告書および添付資料の写し」は次のものが必要です。 

 確定申告書 B（第 1 表、第 2 表）のコピー 

※ 原則として税務署の収受印か、e-TAX 受付日時および受付番号の記載

が必要です 

 青色申告決算書（両面）のコピー （個人事業主） 

 確定申告書別表１と法人事業概況説明書 （法人） 

なお、白色申告をされている個人事業主の方は、確定申告書B（第1表、第2表）

のコピーと、売上台帳の１月から 12 月の各月計額がわかる箇所のコピーが必要で

す。 

 

���⑥の「『一掃期間中の想定売上額』の算定のための資料」については、P.３２の

「９．『一掃期間中の想定売上額』の計算方法」をご覧ください。 

 

���「売上台帳」、「金銭出納帳」、「売掛帳」については、P.４７の「１２．帳簿類につ

いて」をご確認ください。 

 

 

(イ) 売上高方式による申請の場合 

① 申請書 （様式第１号） 

② 計算シート （様式第２号） 

③ 誓約書 （様式第３号） 

④ 調査同意書 （様式第４号） 

⑤ 2019 年又は 2020 年の確定申告書およびその添付資料の写し 

⑥ 20１９年又は 2020 年の 8 月と 9 月の帳簿の写し 

（「売上台帳または金銭出納帳」、および「売掛帳」） 
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チェックポイント！ 

���製造・卸し業については、期間給付金の趣旨から、算定の対象とする売上の

うち、村内の小売事業者などへの卸売のみが対象となるため、村外の小売事業者

などへの卸売、インターネット等での通信販売による小売にかかる売上は対象外

となります。 

 

���このため、（イ）売上高方式でも⑥の帳簿の写しをご提出いただき、対象とな

る売上について確認をさせていただきます。 

「売上台帳」、「金銭出納帳」、「売掛帳」については、P.４７の「１２．帳簿類につい

て」をご確認ください。 

 

���⑤の「確定申告書および添付資料の写し」は次のものが必要です。 

 確定申告書 B（第 1 表、第 2 表）のコピー 

※ 原則として税務署の収受印か、e-TAX 受付日時および受付番号の記載

が必要です 

 青色申告決算書（両面）のコピー （個人事業主） 

 確定申告書別表１と法人事業概況説明書 （法人） 

なお、白色申告をされている個人事業主の方は、確定申告書B（第1表、第2表）

のコピーと、売上台帳の１月から 12 月の各月計額がわかる箇所のコピーが必要で

す。 

 

 

（４）備考 

 2021 年 1 月以降に開業した事業者の方は、税法上の「開業届」の写しもご提

出ください。  
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７．農業・漁業の方への期間協力金 
 

（１）期間協力金の対象 

 農業者、漁業者の方 

 

（２）期間協力金の算定のしかた 

次の方法によります。 

 

○ 売上高減少額方式 

一掃期間中の、想定される売上高の減少実績に基づいた算定方法です。 

 

協力金の額 ＝（ 一掃期間中の想定売上額－対象期間の実際の売上額） 

×給付率７５％ 

 

 

チェックポイント！ 

���農業・漁業については、期間協力金の趣旨から、過去（2019 年または

2020 年）の売上のうち、村内での消費に係るもの（村内の飲食店、宿泊施設、小

売店に直接販売したもの、小笠原アイランズ農協直売所での委託販売に供したも

の、小笠原母島漁協売店での委託販売に供したもの、など）の売上に限ります。 

 

���「一掃期間中の想定売上額」は次のように算定します。 

   2019 年の比較対象期間の平均売上日額×０.８×対象日数 (１４日間) 

または、 

2020 年の比較対象期間の平均売上日額×対象日数（14 日間） 

   

���「比較対象期間の平均売上日額」は次のように算定します。 

   ２０１９年 8 月と 9 月の 2 か月分の売上合計額を 61 日（３０日＋３１日）で 

割った額 

または、 

   ２０２０年 8 月と 9 月の 2 か月分の売上合計額を 61 日（３０日＋３１日）で 

割った額 

 



26 

  

  「２０１９年」と「２０２０年」のどちらを選ぶかは、ご自身の事情に合わせてご検

討ください。 

 

   

（３）申請書類 

① 申請書 （様式第１号） 

② 計算シート （様式第２号） 

③ 誓約書 （様式第３号） 

④ 調査同意書 （様式第４号） 

⑤ 2019 年又は 2020 年の確定申告書およびその添付資料の写し 

⑥ 2019 年又は 2020 年の 8 月と 9 月の売上にかかる、出荷先および

金額が確認できる資料（納品書、領収書、売掛伝票など）の写し、および

その一覧表 

⑦ 2021 年 8 月と 9 月の売上にかかる、出荷先および金額が確認できる

資料（納品書、領収書、売掛伝票など）の写し、およびその一覧表 

 

 

チェックポイント！ 

���⑤の「確定申告書および添付資料の写し」は次のものが必要です。 

 確定申告書 B（第 1 表、第 2 表）のコピー 

※ 原則として税務署の収受印か、e-TAX 受付日時および受付番号の記載

が必要です 

 青色申告決算書（両面）のコピー  

なお、白色申告をされている個人事業主の方は、確定申告書B（第1表、第2表）

のコピーと、売上台帳の１月から 12 月の各月計額がわかる箇所のコピーが必要で

す。 

 

���⑥、⑦の「出荷先および金額が確認できる資料（納品書、領収書、売掛伝票な

ど）の写し」については、村内での消費に係るもの（村内の飲食店、宿泊施設、小売

店に直接販売したもの、小笠原アイランズ農協直売所での委託販売に供したもの、

小笠原母島漁協売店での委託販売に供したもの、など）のみで結構です。 
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（４）備考 

 2021 年 1 月以降に開業した事業者の方は、税法上の「開業届」の写しもご提

出ください。  
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８．その他業種の方への期間協力金 
 

（１）期間協力金の対象 

 村民を主に対象とした事業（習い事教室など）を営む方 

 

（２）期間協力金の算定のしかた 

次のいずれかの方法からお選びいただけます。 

(ア) キャンセル方式 

予約のキャンセル実績に基づいた算定方法です。 

 

協力金の額 ＝ キャンセルとなった事業料金×給付率７５％ 

         

     ＊キャンセルとなった事業料金 ＝ 予定人数×事業単価 

＊キャンセル料を徴収した予約分は対象となりません 

 

(イ) 売上高減少額方式 

一掃期間中の、想定される売上高の減少実績に基づいた算定方法です。 

 

協力金の額 ＝（ 一掃期間中の想定売上額－対象期間の実際の売上額） 

×給付率７５％ 

 

(ウ) 売上高方式 

過去の売上高から、一掃期間中の売上の損失を推定する算定方法です。 

     

協力金の額 ＝ 一掃期間中の想定売上額×給付率６０％ 

 

 

 

チェックポイント！ 

���「一掃期間中の想定売上額」の計算のしかたは、P.３２の「９．『一掃期間中の

想定売上額』の計算方法」をご覧ください。 
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（３）申請書類 

 算定方法により提出していただく書類、確認に必要な資料に違いがありますので

ご注意ください。 

 

(ア) キャンセル方式による申請の場合 

① 申請書  （様式第１号） 

② 計算シート （様式第２号） 

③ 誓約書  （様式第３号） 

④ 調査同意書 （様式第４号） 

⑤ 一掃期間中の予約のキャンセル状況が確認できる資料 

（例：キャンセル分の予約が確認できる予約台帳のコピー、予約のキャン

セルについてのやり取りをした電子メールなど） 

⑥ 事業料金が確認できる資料（一般に公開されているもの） 

⑦ 税法上の開業届の写し 

 

チェックポイント！ 

���「一掃期間中の予約のキャンセル状況が確認できる資料」は、次の事項が確

認できることが必要です。 

 キャンセルとなった事業の実施日 

 キャンセルとなった事業の内容および料金 

 宿泊予定者の氏名、連絡先（電話番号、メールアドレス等） 

ただし、個人情報保護法の規定を踏まえ、氏名および連絡先については次のよ

うに一部を黒塗りしてご提出ください。 

＊ 「氏名」は、名前の最後の一文字を黒塗りしてください 

（例） 小笠原 島太郎 様 → 小笠原 島太郎 様 

＊ 「電話番号」は、最後の一ケタを黒塗りしてください 

（例） 090-1234-5678 → 090-1234-5678 

＊ 「メールアドレス」は、＠の前後の一文字ずつを黒塗りしてください 

（例） aiueo1968@sample.com  

     → aiueo1968@sample.com 

  ���具体例は P.４９の「１４．予約のキャンセル状況の確認できる資料の例」をご

確認ください。 

 ���キャンセル状況が確認できる資料中のお客様の個人情報は期間協力金の給

付に係る事務にのみ使用し、他の業務への流用、外部への情報提供などはいたし

ません。 
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(イ) 売上高減少額方式による申請の場合 

① 申請書  （様式第１号） 

② 計算シート （様式第２号） 

③ 誓約書  （様式第３号） 

④ 調査同意書 （様式第４号） 

⑤ 2019 年又は 2020 年の確定申告書およびその添付資料の写し 

⑥ 「一掃期間中の想定売上額」の算定のための資料  

⑦ 2021 年 8 月と 9 月の売上帳簿のコピー 

（「売上台帳または金銭出納帳」、および「売掛帳」） 

 

 

チェックポイント！ 

���⑤の「確定申告書および添付資料の写し」は次のものが必要です。 

 確定申告書 B（第 1 表、第 2 表）のコピー 

※ 原則として税務署の収受印か、e-TAX 受付日時および受付番号の記載

が必要です 

 青色申告決算書（両面）のコピー （個人事業主） 

 確定申告書別表１と法人事業概況説明書 （法人） 

なお、白色申告をされている個人事業主の方は、確定申告書B（第1表、第2表）

のコピーと、売上台帳の１月から 12 月の各月計額がわかる箇所のコピーが必要で

す。 

 

���⑥の「『一掃期間中の想定売上額』の算定のための資料」については、P.３２の

「９．『一掃期間中の想定売上額』の計算方法」をご覧ください。 

 

���「売上台帳」、「金銭出納帳」、「売掛帳」については、P.４７の「１２．帳簿類につ

いて」をご確認ください。 

 

 

(ウ) 売上高方式による申請の場合 

① 申請書  （様式第１号） 

② 計算シート （様式第２号） 

③ 誓約書  （様式第３号） 

④ 調査同意書 （様式第４号） 

⑤ 2019 年又は 2020 年の確定申告書およびその添付資料の写し 
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チェックポイント！ 

���⑤の「確定申告書および添付資料の写し」は次のものが必要です。 

 確定申告書 B（第 1 表、第 2 表）のコピー 

※ 原則として税務署の収受印か、e-TAX 受付日時および受付番号の記載

が必要です 

 青色申告決算書（両面）のコピー （個人事業主） 

 確定申告書別表１と法人事業概況説明書 （法人） 

なお、白色申告をされている個人事業主の方は、確定申告書B（第1表、第2表）

のコピーと、売上台帳の１月から 12 月の各月計額がわかる箇所のコピーが必要で

す。 

 

 

（４）備考 

 2021 年 1 月以降に開業した事業者の方は、税法上の「開業届」の写しもご提

出ください。  
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９．「一掃期間中の想定売上額」の計算方法 
 

 事業者の皆さんそれぞれに異なる状況を踏まえ、一掃期間中の売上に対する影

響が正しく協力金に反映できるようにするため、「一掃期間中の想定売上額」につ

いて複数の計算方法を用意しています。 

なお、売上高方式の場合は、売上についての確認書類を 2019 年または 2020

年の確定申告書類のみと簡略化していますので、計算方法は①または③のみとな

ります。 

 

（１）計算方法 

① 2019 年の比較対象期間の平均売上日額×０.８×対象日数 (１４日間) 

＊ 「2019 年の比較対象期間の平均売上日額」は、8 月と 9 月の売上月額の合

計を 61 日（3１日＋3０日）で割った日割額です 

＊ ただし、青色申告者のうち、「現金主義による所得計算の特例」を受けている

事業者の方に限り、9 月と 10 月の売上月額の合計を 61 日（3０日＋3１日）

で割った日割額による計算ができるものとします。 

＊ 1 円未満は切り捨てとします。 

計算例 

  2019 年 8 月の売上月額 150 万円 

  2019 年 9 月の売上月額 １２０万円 

  8 月・9 月の売上月額合計 ２７０万円 の場合、 

 

  （２７０万円÷６１日）×０．８×14 日間＝495737.7… 

                          →495,737 円（1 円未満切り捨て） 

 

 

【確認のための資料】 

 2019 年の確定申告書およびその添付資料のコピー 

 

 

チェックポイント！ 

���「確定申告書および添付資料のコピー」は次のものが必要です。 

 確定申告書 B（第 1 表、第 2 表）のコピー 
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※ 原則として税務署の収受印か、e-TAX 受付日時および受付番号の記載

が必要です 

 青色申告決算書（両面）のコピー （個人事業主） 

 確定申告書別表１と法人事業概況説明書のコピー （法人） 

 

なお、白色申告をされている個人事業主の方は、確定申告書B（第1表、第2表） 

のコピーと、１月から 12 月の各月計額がわかる売上台帳のコピーが必要です。 

 

 

② 2019 年 8 月２４日～9 月 6 日の売上日額合計×０.８  

＊ 1 円未満は切り捨てとします。 

 

【確認のための資料】 

 2019 年 8 月２４日～9 月 6 日を含む「売上台帳」、「金銭出納帳」、「売掛

帳」などの帳簿のコピー 

 

 

③ 2020 年の比較対象期間の平均売上日額×対象日数 (１４日間) 

＊ 「2020 年の比較対象期間の平均売上日額」は、8 月と 9 月売上月額の合計

を６１日（3１日＋3０日）で割った日割額です 

＊ ただし、青色申告者のうち、「現金主義による所得計算の特例」を受けている

事業者の方に限り、9 月と 10 月の売上月額の合計を 61 日（3０日＋3１日）

で割った日割額による計算ができるものとします。 

＊ 1 円未満は切り捨てとします。 

 

【確認のための資料】 

 2020 年の確定申告書およびその添付資料のコピー 

 

 

 

チェックポイント！ 

���「確定申告書および添付資料の写し」は次のものが必要です。 

 確定申告書 B（第 1 表、第 2 表）のコピー 

※ 原則として税務署の収受印か、e-TAX 受付日時および受付番号の記載

が必要です 
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 青色申告決算書（両面）のコピー （個人事業主） 

 確定申告書別表１と法人事業概況説明書のコピー （法人） 

 

なお、白色申告をされている個人事業主の方は、確定申告書B（第1表、第2表）

のコピーと、１月から 12 月の各月計額がわかる売上台帳のコピーが必要です。 

 

 

④ 2020 年 8 月 24 日～9 月 6 日の売上日額合計 

＊ 1 円未満は切り捨てとします。 

 

【確認のための資料】 

 2020 年 8 月 24 日～9 月 6 日を含む「売上台帳」、「金銭出納帳」、「売

掛帳」などの帳簿のコピー 

 

 

⑤ 2021 年の 3 月～7 月の月の平均売上日額×対象日数 (１４日間) 

＊ 「2021 年の 3 月～7 月の任意の月の平均売上日額」は、3 月から 7 月のう

ちの任意の月の月売上額の合計を、その月の日数で割った日割額です。 

＊ 1 円未満は切り捨てとします。 

計算例 

  20２１年３月の売上月額 ９６万円 

  20２１年４月の売上月額 ７５万円 

  20２１年５月の売上月額 ８２万円 

  20２１年６月の売上月額 ６４万円 

  20２１年７月の売上月額 １２３万円 

  ↓ 

  2021 年 7 月の月売上額から計算 

  （１２３万円÷３１日）×14 日間＝５５５４８３．８… 

                     →555,483 円（1 円未満切り捨て） 

 

 

【確認のための資料】 

 選択した月の確認ができる「売上台帳」、「金銭出納帳」、「売掛帳」などの

帳簿のコピー 
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⑥ 2021 年の 3 月 1 日～7 月 31 日の期間中の、任意の連続する１４日

間の売上日額合計 

 

 

【確認のための資料】 

 選択した 14 日間を含む「売上台帳」、「金銭出納帳」、「売掛帳」などの帳簿

のコピー 

 

 

チェックポイント！ 

 ���「任意の連続する 14 日間」は、月をまたぐこともできます。 

（例） 

7 月１８日～7 月 31 日  →１４日間 OK 

4 月２３日～５月６日  →１４日間 OK 
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１１．複数の業態を営む事業者の方へ 
 

 本協力金については、各業態の実態に合わせたきめの細かい制度としています。 

 複数の業態を営む事業者の方は、スムーズな協力金給付を進めるため、お手数で

すが次の点にご協力ください。 

 

（１）申請書類について 

 申請書（様式第 1 号）は１枚で構いませんが、複数業態を経営していることがわ

かるよう、「業務区分」欄で申請する業種のすべてに○を付けてください。 

（例） 

 

 

 計算シート（様式第 2 号）は、業種別に作成してください。 

 帳簿の写しはどの業種の分なのかの確認のため、単一の台帳での売上管理

をされている場合は、次のように整理をお願いします。 

 

① 業種別に蛍光マーカーなどで色分けしておく 
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② 業種別に写しを用意し、その業種分の売上に印をつけておく 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）業種の考え方（具体的な例） 

【事例１】自分の民宿の宿泊客に対してのみ、宿のサービスとして行う 

・シュノーケリングセットの貸出し 

・バイクや自転車の貸し出し 

・追加料理や弁当販売 など 

 

→ 宿泊業のみで申請してください。宿泊業とは別に付帯サービスをアクティビ

ティ関連業などとして独立させて、２つの申請をすることはできません。 

なお、キャンセル方式で申請される場合は、付帯サービスについてもキャンセル

の事実を確認できる資料が必要です。 

  

【事例２】自分の民宿の宿泊客以外の人も対象としてサービスを行う 

 ・バイクの貸し出し 

 ・弁当の販売 

 ・宿泊施設に併設の飲食店営業 

 ・宿泊施設オリジナルグッズの販売 など 
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→ 宿泊業とアクティビティ関連業、または飲食業や販売業といった複数業態で

の申請が可能です。 

ただし各業態それぞれについて計算シート（様式第２号）をご用意いただき、想

定売上額や実際の売上額の計算いただくことに加えて、これらを確認出来る帳簿

など書類の提出が必要です。 

 

なお、業種ごとに異なる算定方法を採ることが出来ます。 

（例：宿泊業はキャンセル実績方式、アクティビティ関連業は売上高方式など） 

 

ただし、同じ業種の中で、品目ごとに別の算定方式を採ることはできません。 

弁当とオリジナルグッズはそれぞれ販売業となりますが、同一業種内において

弁当をキャンセル方式、オリジナルグッズ販売を売上高減少方式というように、２

つの方式で計算をすることはできません。ひとつの販売業として、同じ算定方式で

計算してください。 

 

【事例３】総合的な観光業として 

 ・宿泊業  

・各種ガイド業 

 ・レンタルバイク業 

 ・販売業 

 ・旅客運送事業 など 

 

→ 各業態ごとに複数の申請が可能です。ただし各業態それぞれについて計算

シート（様式第２号）をご用意いただき、想定売上額や実際の売上額を計算するこ

とに加えて、これらを確認出来る帳簿などの書類が必要です。 

申請書（様式第１号）の提出は１枚で構いませんが、複数業態を経営しているこ

とがわかるように記載をしてください。 

この場合においてはガイド業とレンタルバイクはそれぞれアクティビティ関連業

となりますが、同一業種内においてガイドをキャンセル方式、バイクを売上高減少

方式というように２つの方式で計算をすることはできません。ひとつのアクティビ

ティ関連業として同じ算定方式で計算してください。 
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１１．期間協力金の申請のしかた 
 

（１）申請書（様式第 1 号）の書き方について 

申請書は「個人事業主」と「法人」で記載方法が変わる場所がありますので、以下

をご確認ください。 

 

（ア） 個人事業主の方の記入例 

（申請者欄の記入） 

 事業者区分：個人事業主を〇で囲んでください。 

 氏名：実際に事業を経営している事業主の氏名をご記入ください。 

 住所：住民登録をしている小笠原村の住所をご記入ください。 

 印：押印は不要です。 

 屋号：広く認知されている、周知をしている屋号・名称を記入してください。 

 電子メールアドレス：今回の協力金では電子メールを用いて申請後の諸連絡

をさせていただくことがあります。

「kyoryoku@vill.ogasawara.tokyo.jp」からのメールを受信できるよ

う、メール受信設定（迷惑メールの設定等）の確認をお願い致します。 

 電子メールでの連絡を希望されない方は、メールアドレスの記入はしないで

ください。 

 電話番号欄：日中連絡がとれる固定電話番号や携帯電話番号を漏れなく記

入してください。 
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（振込先口座の記入） 

 当協力金の給付は事業主名義の口座振込に限らせていただきます。 

ご家族名義の口座への振込や現金での給付は行いません。 

 振込先の記入欄は「ゆうちょ銀行以外の金融機関」と「ゆうちょ銀行」で分か

れています。 

どちらかを選択し、間違いのないように記入してください。口座の記入間違

いがありますと振込が大幅に遅れることがありますのでご注意ください。 

 なお、小笠原村から今回初めて振込を行う口座をご記入の方は、口座番号の

わかる書類のコピーのご提出を後日お願いすることがありますので、あらか

じめご了承ください。 

 

 

 

 

（事業についての記入と署名） 

 業種区分は実施しているサービスに〇をつけてください。 

 事業内容は記入例のように実施しているサービス詳細を箇条書きにてご記

入ください。 

 申請理由は一掃期間の設定に伴うキャンセルや売上減が見込まれる範囲を

全て書いてください。 

 署名は個人事業主ご本人の自署による記入が必要です。電子メールにて申

請書の写しを送信いただく場合は後日で結構ですので原本をご提出くださ

い。 

 日付は申請書類を最初にご提出いただく日をご記入ください。 

 ご本人確認をさせていただきます。ご提出の際は運転免許証、マイナンバー

カードなどの本人確認書類を拝見しますのでお持ち下さい。電子メールでご

申請の方は後日申請書の原本をお持ちの際で結構です。 
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（イ） 法人の方の記入例 

（申請者欄の記入） 

 事業者区分：法人を〇で囲んでください。 

 氏名：登記上の代表者の職と氏名をご記入ください。 

 住所：事業所の所在地をご記入ください。 

 法人番号：国税庁から通知のあった 13 桁の法人番号をご記入ください。 

 印：登記をしている代表者印を押してください。 

 法人名称：登記をしている法人名称を記入してください。 

 電子メールアドレス：今回の協力金では電子メールを用いて申請後の諸連絡を

させていただくことがあります。 

「kyoryoku@vill.ogasawara.tokyo.jp」からのメールを受信できるよう、

メール受信設定（迷惑メールの設定等）の確認をお願い致します。 

 電子メールでの連絡を希望されない方は、メールアドレスの記入はしないでく

ださい。 

 電話番号欄：日中連絡がとれる固定電話番号や携帯電話番号を漏れなく記

入してください。 
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（振込先口座の記入） 

 当協力金の給付は法人名義または代表者名義の口座振込に限らせていただ

きます。 

 振込先の記入欄は「ゆうちょ銀行以外の金融機関」と「ゆうちょ銀行」で分か

れています。 

 どちらかを選択し、間違いのないように記入してください。口座の記入間違

いがありますと振込が大幅に遅れることがあります。 

 なお、小笠原村から今回初めて振込を行う口座をご記入の方は口座番号の

わかる書類のコピーのご提出を後日お願いすることがあります。あらかじめ

ご了承ください。 

 

 

（事業についての記入と署名） 

 業種区分は実施しているサービスに〇をつけてください。 

 事業内容は記入例のように実施しているサービス詳細を箇条書きにてご記

入ください。 
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 申請理由は一掃期間の設定に伴うキャンセルや売上減が見込まれる範囲を

全て書いてください。 

 署名は代表者ご本人の自署による記入が必要です。電子メールにて申請書

の写しを送信いただく場合は後日で結構ですので原本をご提出ください。 

 日付は申請書類を最初にご提出いただく日をご記入ください。 

 申請書のご提出の際、ご本人確認をさせていただきます。運転免許証、マイ

ナンバーカードなどの本人確認書類を拝見しますのでお持ち下さい。 
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（２）計算シート（様式第２号）の書き方について 

計算シートは Excel 版と PDF 版を村の特設ページからダウンロードできます。 

Excel 版では      のセルに数式が入っており、必要箇所に入力すれば自動

計算されるようになっています。 

 手書きで作成される場合は、お手数ですがご自分で各箇所の計算をされたうえ

でご記入ください。 

 

（３）申請書類の提出について 

申請書類の受付窓口は次のとおりです。 

 

【父島】 小笠原村 総務課企画政策室、産業観光課 

【母島】 小笠原村 母島支所庶務係 

 

 

期間協力金は皆様の業種や業態、営業実態に合わせて計算をするため、それぞ

れ確認書類や情報が異なり、必要な帳簿なども多岐にわたるものと考えています。 

そのため、窓口でご申請の際は、まずは添付書類の有無のみを確認し、一旦お

預かりさせていただきます。 

後ほど書類を確認したうえで、必要に応じて追加書類のご用意をお願いするこ

とや、申請内容の確認のために、再度のご来庁をお願いすることもあります。 

お手数、ご足労をおかけし申し訳ありませんが、ご理解とご協力をお願いいたし

ます。 

 

なお、提出の際は、ご持参いただいた方の本人確認が必要となります。 

本人確認ができるもの（運転免許証、マイナンバーカードなど）をご持参いただ

きますようお願いいたします。 

 

【代理人によるご提出について】 

期間協力金は確認事項が多いため、申請書類の提出の際は、なるべく個人事業

主ご本人か、法人の場合は代表の方がお越しください。 

代理人がお越しの場合は、代理人が正当な代理人であることを確認するため、

委任状の提出をお願いします。 
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【電子メールでの「仮申請」について】 

窓口にお越しいただく負担軽減のため、電子メールにて「仮申請」をお受けし、

記載内容や書類の不備などを確認してから原本を窓口提出していただくこともで

きます。 

この場合、自署（サイン）が必要となる書類（様式第１号、様式第３号、様式第４号）

については、後日原本を上記の窓口にてご提出いただく必要があります。 

あしからずご承知おきください。 

 

書類は次の順番でスキャンし、ＰＤＦ形式にしてから下記専用メールアドレスま

で「添付ファイル」にて送信してください。その後の確認や手続きについて電子メー

ルで返信します。 

 

 

チェックポイント！ 

���確定申告書の写しなど、マイナンバーが記載されている書類は、法令の規定

により、そのまま受け取ることが出来ません。 

���マイナンバーが記載されている書類は、お手数ですが、マイナンバー部分を 

隠してスキャンする、該当部分を消す、黒塗りをして読めなくする、などのご協力を

お願いします。 

 

���メールの件名は「期間協力金仮申請：（事業者名）」としてください。 

 

���下記アドレスで受信できる容量の上限から、添付ファイルは８MB 以内を目

安とし、これを超える場合は、２ファイル以上に分割してお送りください。 

その際は、件名を 

「期間協力金仮申請：（事業者名） その１」 

「期間協力金仮申請：（事業者名） その２」 

のように連番を付してください。 
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①申請書   （様式第１号） 

②計算シート （様式第２号） 

③誓約書   （様式第３号） 

④調査同意書 （様式第４号） 

⑤計算シートの内容を確認する書類 

（売上台帳や日計表などの帳簿類、確定申告書などの写し等） 

 

小笠原村新型コロナウイルス一掃期間協力金窓口 

専用メールアドレス 

kyoryoku@vill.ogasawara.tokyo.jp 
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１２．帳簿類について 
 

期間協力金の給付をスムーズに進めるため、申請内容の確認に必要な事項が記

入されている「売上台帳」、「金銭出納帳」、「売掛帳」をお願いしております。 

これらの帳簿は、正しい所得の申告制度のうえで所得税法に基づき申告後一定

期間の保存が求められている法定帳簿の一部であることから、申請内容の確認に

あたってもっとも適しており、また皆様のご負担も少ないものと考えています。 

公正な給付を期すため、以下の条件に沿った帳簿の写しが提出できない場合は、

申請を受け付けすることができません。 

 

① 売上台帳 

売上台帳とは、「取引の年月日、金額が整然とかつ明瞭に記載され、売上と

その他（家事消費、雑収入など）が明確に区分された台帳」を指します。 

今回の申請では、計算シートに記入いただいた売上額が合っているか、その

売上が今回の期間協力金の対象となるか、などの確認のために使用します。 

 

② 金銭出納帳 

金銭出納帳とは、「入出金の年月日、勘定科目、摘要、収入金額、支払金額、

残高が整然とかつ明瞭に記載された台帳」を指します。 

今回の申請では、計算シートに記入いただいた売上額が合っているか、現金

売上分がいくらになるか、などの確認のために使用します。 

 

③ 売掛帳 

売掛帳とは、「取引の年月日、摘要、売上金額、受入金額、残高が整然とかつ

明瞭に記載された台帳」を指します。 

今回の申請では、計算シートに記入いただいた売上額が合っているか、掛売

の売上が発生した日が対象期間内であるか、などの確認のために使用します。 

 

 なお、①、②、③の内容が確認できる他の帳簿（総勘定元帳の必要な勘定科目の

部分、月単位の記載がある損益計算書など）があれば、そちらをご提出いただいて

もかまいません。 
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１３．「（夜営業の事業者のみ）一掃期間中に営業し

ていたことを示す資料」について 
 

飲食業（夜営業の事業者のみ）について、一掃期間中に何らかの形での営業を行

っていた場合は、給付率を加算することとしています。 

 

何らかの形での営業とは、次のような形態を想定しています。 

 一掃期間前と同様の時短営業（東京都の要請に基づく） 

 一掃期間前と同様の時短営業（東京都の要請に基づく）にプラスし、昼の

営業、弁当販売などを行う。 

 夜の営業は休止し、昼の営業に切り替える 

 夜の営業は休止し、弁当販売に切り替える（販売店への卸しも含む） 

 

営業を行っていた状況の確認として、次の資料の確認をさせていただきます。 

 

① 営業を行った日のレジジャーナル （必須） 

→申請書の提出の際に、営業を行った日のレジジャーナルをご持参ください。 

受付をする職員が確認をさせていただきます。 

レジを導入していない事業者については個別にご相談ください。 

 

② 営業することの周知をした内容を示すもの （任意） 

（例）チラシ、ポスター、HP や SNS 等での告知のスクリーンショット 

→印刷したもの、コピーしたものがありましたらご提出ください。 

 画像データなどしかない場合は、村の協力金専用のメールアドレス 

（kyoryoku@vill.ogasawara.tokyo,jp）にメール添付にてお送りくださ

い。 

その際、メールの件名は、「期間協力金 飲食店の営業確認資料（事業者名）」と

してください。 
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１４．予約のキャンセル状況の確認できる資料の

例 
 

【メールのやり取りの例】 

 

じキャンセルされたお客様の個人情報（氏名、電話

番号、メールアドレス）の一部を黒塗りしてください 

申請者の公表されている情報（屋号、電話番号、

メールアドレス）は黒塗りの必要はありません 
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【予約台帳の例】 

 
 

 

 

  

キャンセルされたお客様の個人情報（氏名、電話番号、

メールアドレス）の一部を黒塗りしてください 
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  【MEMO】 


